
 
 

事 前 調 査 の 結 果 に つ い て 
 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第４０条の３の規定により、石綿含有建築材料の有無を調査した結果、 
当該建築物には、石綿が使用されていました。 
 

石綿含有建築材料の有無を調査した日 平成  年  月  日 

建築物等の解体、改造又は補修する工事を行う期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

使用している石綿含有建築材料  

建築物等の解体、改造又は補修の作業を伴う建設工事を施工しようとする者の氏名： 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

住所     ： 
 

連絡場所（連絡先）： 

 

・縦４０センチメートル以上、横６０センチメートル以上の掲示板によること 
・「使用している石綿含有建築材料」には、「吹付け石綿」、「石綿含有保温材」、「石綿含有断熱材」、「石綿含有耐火被覆材」、 
「石綿含有成形板」の中から、使用されているもの全てを記載すること。 

資料２－３ 
事前調査結果の表示（様式例） 


